
北海道における乳質改善の経緯と展望

1 歴史的推移

(1) 明治・大正時代

北海道酪農検査所

北海道における生乳搾取のはじまりは，安政 4年

4月5日，鯨猟船に便乗して箱館にきたアメリカの

貿易事務官ライスが乳牛一頭を養い，乳の搾り方な

どを日本人に教えたことによるとされているo 明治

以前の乳牛飼育は極めて部分的にすぎず，北海道酪

農の起点は明治以降の開拓使時代に端を発しているO

.明治 8年に七重勧業試験場において，れん乳製造

試験が開始されたことが契機になり，酪農の事業化

が進み，明治32年に札幌れん乳合資会社が設立され

たのを初めとし，大正時代に入って北海道れん乳，

極東れん乳，森永製菓などのれん乳工場が設立され

るに至った。また，大正14年には道内の製酪工場は

90余ヶ所に及んだ。

この聞において，道は有畜農法による農業経営の

根本的改革を図るため，酪農の普及発展を促進したo

その結果生乳の増産が図られたが，飲用乳消費の伸

長が思わしくなく，過剰生産となり，その対策とし

てれん乳及びバターの製造が奨励された。

しかし，これらの乳製品も外国製品の品質，価格

に対抗できず，大正13年にれん乳，同15年にバター

の輸入関税引上に関する陳情，請願がそれぞれ固に

対して出されている。外国製品との競合は本道酪農

.;揺鑑期においてすで、に発生しており，今日の状況

司雪考え合せると宿命的な問題であると言えるo

一方，このことに関連して乳製品の品質向上を図

るため，原料乳質の改善が提起され，本道の乳質改

善運動の芽生えがみられたo 北大の宮脇によれば，

この時代の生乳検査は，酸度検査が唯一のものとし

て利用されていたが，搾乳直後の新鮮乳が高酸度乳

として工場受入れが拒否される事例が多かったため，

アルコールテストの採用を提唱したとのことである・0

(2) 戦前・戦中時代

北海道第 1期拓殖計画(明治42年)並びに第 2期

拓殖計画(大正12年)によって，酪農振興が促進さ

れたが，搾乳設備が不充分であり，生乳の冷却が思
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うにまかせず，その上知識の不足と衛生思想の欠除

から当時の乳質は極めて不良なものであったo 昭和

8年の北海道畜産組合連合会の調査によれば，表 1

のような成績であるO

表 1 原料乳及びクリームの工場受入等級別割合

牛 乳 グ リ 一 ム
月

等 等 等 2 等1 2 1 

1 77.oCfo 23.0 % 83.6'1ら 16.4Cfo 

2 76.4 23.6 85.7 14.3 

3 77.2 22.8 85.8 14.2 

4 76.2 23.8 84.6 15.4 

5 76.8 23.2 83.5 16.5 

6 79.0 21.0 77.5 22.5 

7 78.3 21. 7 73.3 26.7 

8 74.5 25.5 75.5 24.5 

9 73.7 26.3 80.4 19.6 

10 78.4 21. 6 82.5 17.5 

11 78.4 21.6 86.8 13.2 

12 80.8 19.2 85.3 

平均 77.2 22.8 82.0 18.0 

このような状況の中で，茂別村(現在の上磯町)

で昭和 8年 7月から約一年間にわたり，乳質改善共

励会が行われたが，これが道内における乳質改善共

励会の先駆であり，おそらくわが国最初のものであ

ろうとされている。

次いで昭和 9--11年に北海道牛乳改良共進会が，

風味， レダクターゼテスト，セジメントテスト，ア

ノレコールテスト，脂肪率，比重を審査項目として，

夏期間を中心に開催されたo

昭和12年日華事変に端を発した戦争は， 14年に第

二次大戦に発展に発展し，戦時体制が強化されるに

至ったo 当時の生産された生乳は，道内に散在して

いた約.330ケ所の集乳所及び製造工場において取引

されていたが，生乳検査技術のレベルが低く，かつ

不統一な状況であったo

また，乳質も劣悪であったことから，道では生乳

取引検査の公正と乳質の向上を図るため，昭和16年
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7月から道酪農検査所において原料乳検査事業を実

施することにな内った。なおその時の検査標準は次の

とおりであるo

北海道酪農検査規則による牛乳検査標準

① 特等乳

新鮮爽快なる風味を有し，組織及び色沢良好にし

て比重1.028乃至1.034，脂肪率 3.0%以上にして70

%以上のアルコールに反応なきもの

② 1等乳

新鮮にして風味@組織及び色沢に欠陥なく，比重

1.028乃至1.034，脂肪率 2.8%以上にして68%以上

のアルコールに反応なきもの

③ 2等乳

風味。組織及び、色沢に欠陥あり回%以上のアルコ

ールに反応あるも原料として使用に適するもの

④ 等外乳

風味@組織及び色沢の欠陥顕著にして原料として

使用に適せざるもの

昭和 25年に至り北海道原料乳検査条例が制され，

日本農林規格に基く原料乳検査が実施されるに至っ

た。

戦局の進展につれて，牛乳は軍需品としての性格

(3)戦後から 20年間

戦後の乳質改善事業は，道及び関係機関の協力に

よって昭和23年に開催された酪農再建牛乳増産乳質

改善運動が最初の事業であったo 24年に日本乳製品

協会主催の全国乳質改善共励会が開催され，この全

国運動に呼応して， 27年から北海道乳質共励会が開

催されたが，これを契機として毎年継続して開催さ

れるに至った。

戦後の経済復興とともに，牛乳，乳製品の需要が

急激に伸長し，これにともなう乳業工場の新増設が

盛んになり，全国的な原料乳の不足をきたし，乳業

聞の原料乳争奪戦が展開されたo このような情勢か

ら再び質よりも量の時代となり，乳質を度外視L.4IIlI・h

集乳が生産者に怠情を促し，その後このことが手探ぎ

改善事業の推進に当って大きな障害になった。

このような情勢の中で昭和30年 3月東京都下の小

学校において，給食に使用された北海道産脱脂粉乳

に起因した食中毒が発生し，給食児童の19.6%にあ

たる 1，936名が擢患した。原因調査の結果，乳房炎の

原因菌である溶血性ブドウ球菌が生産するエントロ

トキシンによる中毒と判明したO このことから，乳

房炎による乳質低下の問題が提起され，乳房炎予防

と治療対策に取組むこ

原料牛乳の日本農林規格
とになった。

事項~.等級 特 等

色沢及ぴ組織 牛乳特有の乳白色から淡クリーム色

まなでの色を呈し 均等な乳と状んであ適し¥度
粘度を有し，凝固物， そ

の他異物を含まないもの

風 味 新鮮良好な風味と特有の香気を有し，
飼料臭，牛舎臭，酸臭その他の異臭
又は酸味，苦味，金属味その他の異
味を有しないもの

比 重 摂氏15度においで1.028~ 1.034の
もの

アルコーノレ試験 反応を呈しないもの

目旨 肪 率 3.2 %以上のもの

酸 度 乳酸として 0.16'70以下のもの

を強め，乳製品の品目もカゼインと乳糖におかれる

など質よりも量の生産に重点がおかれたため，乳質

管理に対する関心も低下し，増産共進会にとどまる

状態になった。

1 等 2 等

同 左 特等及び

当しない
もの

同 左 同 上|

同 左 同 上

同 左 同 上

2.8%以上のもの 同 上

また， この中毒事件

を契機として昭和30年

6月に道及び関係の機

関，団体，乳業者によ

る北海道乳質改善協議

会 が 設 立 さ れ ， こ .

織を中心として本道乳

質改善の推進を図るこ

とになり，共励会事業

と並行して，次のよう

な事業が実施されたO

乳酸として0.18% 同
以下のもの

上 ① 乳房炎防除並び

に牛舎清掃運動(昭和

30--31年)

本運動における調査及び雪印乳業の調査成績が北

大の平戸らによってまとめられたが，その結果によ

ると，調査乳牛1，327頭のうち429頭(32.3%)が手L房

炎であったと発表された。
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② 原料乳汚染実態調査(昭和30年)

北大の佐々木，橋本，浜田らによって，農家の搾

乳から集乳所，工場に至る細菌汚染の追跡調査が行

われたo (表2)

表 2 各段階に於ける細菌汚染率

区 分 例 数 400万/m.t以下 410万vmt以上

搾乳バケツ 538例 526例(97.8%)12例(2.2''10) 

櫨過後輸送缶 317 306 (96.5 ) 11 (3.5 ) 

貯手隙910時間) 200 160 (80.0 ) 40 (20.0 ) 

グ約18時間 69 37 (47.5 ) 32 (52.5 ) 

~ι L 渡 時 147 104 (70.7 ) 43 (29.3 ) 

集乳 所 受入 176 132 (76.4 ) 44 (23.6 ) 

場受入 183 93 (50.8 ) 90 (49.2 ) 

③ 2 等乳多発地帯に対する指導事業(昭和31~

36年)

2等乳の発生が特に多い地帯に対して，その原因

調査と改善指導が実施された。

表 3 昭和 29年度 2等乳多発市町村

市町村名 2等手L率 市町村名 2等乳率 市町村名 2等手陣

上ノ国村 29.3% 今金町 16.7% 狩 太 村 15.7% 

温根別村 26.2 小 平 村 16.8 遠 別 町 15.5 

陸別村 19.7 石狩町 16.5 黒松内村 15.3 

厚田村 19.2 豊 頃 町 16.4 南尻別村 14.7 

池田村 18.9 厚賀村 16.1 大 樹 村 14.6 

北竜村 13.6 津別村 16.0 八雲町 14.3 

江丹別村 17.9 当別町 15.7 幕 別 町 14.1二

表 4 地域別平均 2等乳率

諒示三ETJ石狩 空知 上川 後志 槍山 渡島 胆振 日高 十勝 釧路 根室 網走 宗谷 留萌

34 年 5.5% 6.4% 6.7'10 7.5% 9.1% 10.2'10 5.5% 7.8% 6.2% 4.4% 3.6% 4.7'10 6.110 6.6'10 

3 5 " 4.0 67. 6.1 7.3 9.5 9.1 5.0 6.2 5.3 4.1 35 4.4 5.7 42 

3 6 " 3.9 6.4 5.8 7.5 8.4 7.3 4.9 5.4 4.5 4.2 3.6 4.4 4.2 3.9 

3 7 " 2.4 5.7 3.6 7.0 6.5 5.7 4.9 4.9 4.3 3.5 22 3.2 3.0 2.5 

38 11 2.5 4.7 3.9 5.4 6.4 5.6 4.4 5.3 3.8 3.3 2.7 2.8 22 2.2 
'------

表 5 行政地域単位の年平均 2等乳率

区よ....___ごを 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

最高(%) 22.2 25.5 23.5 20.9 19.6 23.0 20.9 17.3 13.7 

最低(%) 5目1 6.5 6.5 5.0 4.9 6.6 5.9 5:2 

11，6 15.0 14.2 12.3 12.5 14.4 13.2 10.8 

標準偏差 5.7 5.9 6.0 4.9 4.3 4.6 3.9 3.2 

④ 牛乳生産北海道一表彰事業(昭和35~ 40制

⑤乳質改善功労者表彰事業(昭和41~42~寺

⑥ 啓蒙宣伝事業

ポスター及び各種印刷物による啓蒙並びに技術講

習会が開催されたが，主なる資料は次のとおりであ

っTこ。

。原料乳汚染実態調査報告書(昭和31句

。乳房炎(異常乳)防除指導資料(昭和31年)

。原料乳の細菌について(昭和32年)

。冬の 2等乳をなくするためには(昭和33年)

4.9 

9.1 

2.8 

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

12.5 13.5 11.4 11.4 10.2 10.2 9.5 8.4 7.0 6.4 

4.1 5.8 4.5 3.0 3.7 3.6 3.5 3.6 2.2 2.2 

6.6 8.0 6.7 5.5 6.0 5.9 5.3 4.8 3.8 3.9 

1.5 22 2.1 2.5 2.0 1.7 1.9 1.5 1.6 1.4 

。2等乳を少なくする為に(昭和34年)

。牛乳の無脂固形分について(昭和39年)

(4) 不足払法の制定以後

昭和40年までの牛乳取引は，生産者と乳業者間で、

直接取引の形態であったが，昭和41年に加工原料乳

ー生産者補給金等暫定措置法(いわゆる不足払法)が

施行され，指定生乳生産者団体(ホクレン)ーによる

一元集荷多元販売の生乳共販体制が実施されるにと

もない，生乳の取引単位及び取引検査対象は生産者

個乳から合乳へと移行した。
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このことから生乳検査体制は，生産者の乳代配分

を目的とするイ障し自主検査犠協など)と製造工場

到着時の取引合乳検査(道配検)の 2段方式になっ

た。

乳質改善については，個乳が不良であれば合乳全

体の乳質低下を招くことになるので，従来よりさら

に生産者の生乳取扱いに注意を要することになって

きた。主なる関係事項をあげると次のとおりであるo

① 乳質改善共励会

昭和49年までの29年聞にわたって毎年実施されて

きた全道乳質改善共励会は，生産者及び関係者の意

識の向上に極めて大きな貢献を果したが，この共励

会方式は地区的な乳質の片寄り，生産者個々の乳質

格差が増大する傾向がみられるに至った。そこで一

部の地区または，個人のチャンピオンを作るよりも，

全体のレベルアップ及び底辺の引き上ぼを図ること

が重要であるとの関係者の意見が多くなったため，

全道共励会を中止して，全出荷乳を常時チェックを

し，不良地区の改善指導を徹底的に実施する体制に

転換することになった。

②乳質管理向上対策協議会(昭和41-...51年)

不足払法の施行にともない学識経験者による乳質

管理向上対策協議会が組織され， 11種類の乳質改善

指導資料が年次的に作成配布されたo

③ 生乳の抗生物質等細菌発育阻止物質残留防止

対策

昭和45年11月厚生省環境衛生局長から，次いで同

年12月に農林省畜産局長から生乳の抗菌性物質の検

査及び技術指導体制の強化を行うように通達があっ

Tこ。道ではこれに対応するため関係機関団体と協議

の上，衛生・農務両部長通達「畜産物の抗生物質残

留防止対策指導」を示達するとともに，酪農検査所

にTTC検査器材を配置い関係機関，生産者団体

及び乳業者と組織的な検査体制をつくり，改善対策

にあたることになったO この結黒生産者の抗生物

質に対する認識の向上と，検査陽性乳の買入拒否が

徹底したことによって，急速な改善が図られた。

④ 生乳の細菌数規制対策

生乳細菌数の制限規定は，乳及び乳製品の成分規

格等に関する厚生省令で400万/mi以下とされている

が，実際にはこの規制が適用されずに長い間経過し

てきたのが実態である。

東京都の場合も昭和27年 7月の都内乳処理場で受乳

された生乳の細菌数は，規格外乳が70%にも達して

いた。その後，乳質改善共励会を設けて，報奨制度

のもとに改善運動を続けたが，細菌数日00万Vms以

上の不良乳の追放ができなかった。そこで東京都衛

生局では，昭和45年にまず細菌数1，000万Vms完全追

放を目ざして，指導取り締りを始め細菌数1ρOO/mi

以上の生乳は，加糖れん乳以外の製品に使用するこ

とを禁止するなどの規制を行ったo 次いで昭和47年

表 6 年度別全道合乳細菌数検査成績

(400万以で/mtの割合) • 月別

》寸里L 49 50 51 52 

4 81.9910 93.4% 98.4% 99.3% 

5 82.2 94.6 98.5 98.8 

6 85.6 94.3 98.4 99.0 

7 77.0 91.2 97.7 98.0 

8 69.0 88.6 98.2 97.7 

9 822 92.2 99.1 98.3 

10 92.1 93.6 99.3 99.1 

11 95.7 98.1 99.1 99.5 

12 95.3 98.8 99.6 99.5 

1 93.5 98.0 99.1 99.4 

2 95.9 98.1 98.5 99.2 

3 95.2 99.1 99.4 99.2 

平 均 86.2 95.0 98.7 98.9 

対象乳量(t) 137，192 145，758 164，542 178，370 

支所別 • 
話〆空 49 50 51 52 

八 畳.，..雪右 70.2% 96.1910 98.7% 99.3% 

苫小牧 91.8 99.4 99.3 99.7 

帯 広 85.3 94.9 98.7 98.3 

甜11 路 90.2 92.6 99.5 99.5 

中標津 88.2 96.0 97.8 98.6 

北 見 91.9 92.7 97.8 98.5 

紋 BU 87.3 97.6 98.6 98.4 

旭 )11 86.6 97.0 99.9 98.9 

稚 内 81.2 89.8 99.0 99.3 

札 幌 76.9 98.0 99.5 99.4 

平 均 86.2 95.0 98.7 98.9 

対象乳量(t) 137，192 145，758 164，542 178，37・0
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4月から厚生省令の規定通り， 400万Vm1以下の規制

をもって取り締ったところ同年 7月には規格内生乳

が99%まで向上し，著しい効果を得るに至ったO

この東京都の規制措置が全国への撤となり，道の

衛生部においても，昭和48. 49年度を準備期間とし，

50年は牛乳，加工乳，濃縮乳の規格外生乳の排除，

51年以降は加糖れん乳を除《すべての乳，乳製品の

規格外乳使用の絶滅を図ったo これに対応して酪農

検査所では細菌指導検査を強化するとともに，乳質

改善協議会を中心とし全道的に現地指導体制を整え

不良乳地区の指導の徹定を期した。また，細菌数を

基準とした奨励金制度が乳業者とホクレンによって

実施されたO 一方多くの農協では乳質による自主ベ

ナルテーを行うなどの積極的な対策が施行されたこ

とにより生乳の細菌数が急速に改善されるに至った。

このような改善運動と同時に酪農家のパルククーラー

ーの導入が盛んになったことも改善を促進する大き

な原因になった。

表 7 パルククーラー導入実績(道酪農草地課調)

年度

台数

表 8 昭和 53年度支庁別検査乳量

区 分 1 等乳量 2 等乳量 2 等乳率 合計乳量

石 狩 5 0， 4 2 6， 8 3 1. 9 kg 3，590.0kg 0.00 70;0 5 0， 4 3 0，4 2 1. 9 kg 

渡 島 5 5，2 2 5，8 6 9.7 。 。 5 5， 2 2 5， 8 6 9.7 

槍 山 1 7， 0 3 2，8 8 0.0 。 。 1 7，0 3 2，8 8 0.0 

後 τ1[と与、 2 7， 1 7 4，4 9 8. 5 1，988.0 0.007 2 7， 1 7 6，4 8 6.5 

空 知 2 4，4 4 5，4 0 0.8 1，209.5 0.005 2 4，4 4 6，6 1 O. 3 

上 JII 9 1，5 9 9，7 5 2.2 。 。 91，599，752.2 

留 萌 7 3， 1 6 5，7 8 1. 5 。 。 7 3，1 6 5， 7 8 1. 5 

万己2可 谷 1 4 9，2 8 3，7 9 7. 3 。 。 1 4 9，2 8 3，7 9 7. 3 

網 走 2 9 7， 6 4 0，7 9 6.4 219.0 0.000 2 9 7，6 4 1，0 1 5.4 

胆 振 36，3 26，878.2 475.9 0.001 3 6，3 2 7， 3 5 4.1 

~ 
高 33，393，684.0 2，352.0 0.007 3 3，3 9 6.0 3 6.0 

勝 4 3 2，1 6 6， 1 8 7. 0 6，1 36.3 0.001 432，，1.72，323.3 

留11 路 2 5 0， 0 9 5，5 8 8.6 。 。 2 5 0，0 9 5， 5 8 8. 6 

根 室 3 6 6，1 9 7， 2 1 9.3 1，376.0 0.000 3 6 6.1 9 8， 5 9 5. 3 

，口t‘ 計 1， 9 0 4，1 7 5， 1 6 5.4 1 7，34 6.7 0.001 1，904，192，512.1 

-33ー



2 近年の手L質状況

生乳の乳質を一般的に比一衛生的乳質と成分的乳

質に大別しているo

で、あったが，遂年減少して表8，9に示したとおり， 53 

年度及び54年度は， 0.001 %に減少しているo

② 合乳細菌数

(1)衛生的乳質

① 2等乳

不足払法の制定にともない合乳検査に移行した

当時の2等乳率は，昭和41年度1.9%， 42年度1.6%

表io，11は道内の製造工場に搬入された 1等乳の

路線合乳及びクーラーステーションからの合乳を，

それぞれ月別に直接鏡検法(個体法)によって検査

した成績で、ある。

表 9 昭和 54年度支庁別検査乳量

区 分 1 等乳量 2 等乳量 2 等乳率 合計乳量

石 狩
kg kg 

0.007呪 5 3，6 5 3，29 9.0
k9 

5 3，6 4 9，4 3 8.0 3，86 1.0 

渡 島 5 8，7 3 8， 2 5 6.4 。 。 5 8， 7 3 8， 2 5 6.4 • 槍 山 1 8， 8 1 0， 5 1 8.0 。 。 1 8，8 1 0， 5 1 8.0 

後 τdtt 玉、 2 9，3 5 1，1 7 5.0 1，639.0 0.006 2 9，3 5 2，8 1 4.0 

空 知 2 7， 1 0 6， 9 6 2.9 497.0 0.002 27，10 7，459.9 

上 )11 9 9，0 3 5，2 8 4.7 。 。 9 9，0 3 5， 2 8 4.7 

留 萌 7 7，6 2 2，0 1 9.0 。 。 7 7， 6 2 2，0 1 9.0 

'刀=三=苛F 谷 1 5 8，4 3 1，6 9 7.0 。 。 1 58，431，6 9 7.0 

網 走 3 1 1，5 3 9，0 3 4.1 1，166.0 0.000 3 1 1，5 4 0，2 0 0.1 

胆 振 3 9，5 4 7， 4 5 4.0 2，276.5 0.006 3 9，5 4 9，7 3 0.5 

日 高 ， 36.887，250.0 1，159.0 0.003 3 6，8 8 8，4 0 9.0 

十 勝 4 7 2，6 0 5，7 2 0.2 。 。 47 2，6 0 5，7 2 0.2 

調11 路 2 5 8， 3 7 5，0 8 9.6 51 7.9 0.000 2 5 8， 3 7 5，6 0 7. 5 

根 室 37 3，9 64，9 39.8 。 。 373，964，939.8 

lロL 計 2，0 1 5， 6 6 4，8 3 8. 7 11，116.4 0.001 2，0 1 5，6 7 5，9 5 5.1 

表 10 53 年度合乳 細菌数検査成績

月別
単位%

支所別
単位%

年月¥騨
100万 110 210 410万

以下 ~200万 ~400万 以上 支所X理券 100万 110 210 410以万どa司
以下 ~200万 ~400万

53. 4 78.9 1 6.2 4.1 0.8 札 幌 84.0 1 0.9 3.8 0.7 

5 8 1.4 14.0 3.9 0.7 八 吾=妻ミ 84.9 1 2.0 2.1 0.4 

6 80.2 14.0 4.3 1.5 旭 JII 76.2 14.3 7.7 1.8 
7 76.2 16.1 5.8 1.9 稚 内 8 1.9 12.9 4.2 1.0 
8 78.4 14.5 5.6 1.5 

9 84.1 1 1.2 3.7 1.0 

10 84.2 12.0 3.4 0.4 

11 88.4 8.5 2.7 0.4 

~t 見 80.2 1 4.7 3.8 1.3 

紋 ~Jj 76.3 1 8.5 4.5 0.7 

苫小牧 90.3 7.7 1.5 0.5 

12 87.2 9.0 2.9 0.9 帯 広 79.7 1 3.3 5.8 1.2 

54. 1 84.5 1 0.7 4.0 0.8 調11 路 88.5 9.4 1.9 0.2 

2 87.0 9.3 3.3 0.4 中標津 86.6 9.1 3.0 1.3 

3 88.3 8.6 2.5 0.6 平 均 83.0 12.2 3.9 0.9 

平 均 83.0 1 2.2 3.9 0.9 
52年度平均 76.4 17.0 5.5 1.1 

52年度平均 76;4 1 7.0 5.5 1.1 
注対象乳量 195，489t 

注対象乳量 195，489t 
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月別
単位%

表 11 54 年度合乳細菌数検査成績

単位%

年 月て欝

100万 110 210 410万
以下 ~200万 ~400万 以上

54. 4 85.1 1 1.4 2.6 0.9 

5 88.4 8.8 1.6 1.2 

6 88.9 7.7 2.8 0.6 

7 88.2 9.1 1.9 

8 88.3 9.5 1.7 0.5 

9 90.6 8.1 0.7 0.6 

10 85.4 9.7 3.9 1.0 

11 8 1.5 9.7 4.8 4.0 

12 74.2 15.7 6.2 3.9 

55. 1 76.1 12.6 6.6 4.7 

2 77.0 1 2.9 7.0 3.1 

3 76.2 1 1.2 8.3 4.3 

平 均 83.8 1 0.4 3.8 2.0 

53年度平均ー 83.0 1 2.2 3.9 0.9 

注対象乳量 65，235t 

バルククーラーが普及してから気温の影響を余り

受けることなく，速やかに冷却できるようになった

ので，季節的な変動は比較的に少なくなってきた。

54年度の成績について地域的にみると， 410万Vmt以

上の規格外乳は，旭川，北見，中標津に多発してい

る。特に注目すべきは， 54年11月以降の成績が低下

していることであるo この傾向は55年度においても

完全に回復されていない。具体的な原因調査を実施

していないが，種々の情報から判断すると，次のこ

とが主なる原因になっているものと考えられる。

ア 細菌数の規制が実施されてきたが，検査結果

-~その場で出ることになっていなし、ため，検査当日
の規格外乳はその判定がなされない内に買入れされ

てしまう。実際にチェックされるのは翌日以降の生

乳であるが，注意されたことによって大部分のもの

J が直ちに改善されて規格内乳になるため生産者が細

菌規制による損害を受ける例が少ない。このような

実態から，細菌規制に対する厳しさが失なわれτき

たものと考える。

イ バルククーラーに対する過信があり，安易な

取扱いによる，スイッチの入れ忘れ，及び洗浄不良

などの単純なミスから細菌数の増加を招いているo

ウ クーラーステーション及び乳業工場などの合

理化にともない現地の指導体制が従来に比べ弱体化

支所別

支所て直撃
100万 110 210 410万

以下 ~200万 ~400万 以上

キL 幌 83.5 1 0.1 4.2 2.2 

八 雪"'"量ミ 8 2.4 1 0.6 4.4 2.6 

旭 )[1 7 7.3 1 5.0 2.8 4.9 

稚 内 8 5.2 9.1 3.5 2.2 

~t 見 79.3 1 2.1 5.5 3.1 

紋 i1U 85.2 1 0.8 2.1 1.9 

苫小牧 88.5 10.0 1.5 。
帯 広 82.6 10.5 5.4 1.5 

郵11 路 87.8 8.1 3.2 0.9 

中標津 82.7 1 1.2 3.3 2.8 

平 均 83.8 1 0.4 3.8 2.0 

53年度平均 83.0 12.2 3.9 0.9 

注対象乳量 65，235色

した地域があり，個乳の細菌検査及び指導の頻度が

減少しているo

エ 生乳の需給調査のための計画生産及び乳価の

据え置きなど厳しい酪農情勢において，生産者の乳

質管理に対する意欲が減退してきた。

③ 合乳細胞数

乳房炎乳の乳質変化の一つの症状として，細胞数，

特に白血球数の増加がみられ，わが国では一般的に

50万Vmt以上の生乳が乳房炎型異常乳とされている。

表12，13は，合乳細菌検査時の鏡検標本を利用し

て毎月 1回細胞数を測定した結果である。

50万Vmt以上の割合を地域的にみると， ~II路，中

標津が多く，季節的には顕著な差異はみられないが，

53年は 8月， 54年は 9月が比較的に多い結果になっ

ているO 年次的には，減少の傾向がみられ， 54年度

の平均では 37.3%になっているO しかし検体が合乳

試料であることから，個乳及び乳牛個体乳の段階で

は相当数の異常乳が存在することが推定される。

(2) 成分的乳質

衛生的乳質を主体とした乳質改善については， こ

れまで記述したが，成分的乳質の改善は，旧来から

乳脂肪を中心として進められてきた。しかし乳成分

の価値に対する評価の考え方が変ってきたことによ

って，乳脂肪よりもむしろ，無脂固形分について強

-
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表 12 53年度合乳細 胞 数検査 成 績

月別 単位% 支所別 単位%

年 正 ヤ キ 区 分 50万以下 51-100万 110万以上 支よ時数区分 50万以下 51-100万 110万以上

53. 4 55.2 42.1 2.7 キL 幌 52.7 45.4 1.9 

5 55.6 42.7 1.7 八 雪コヨ雪な 7 3.1 26.2 0.7 

6 53.3 44.4 2.3 旭 JlI 59.4 39.4 1.2 
7 47.2 48.4 4.4 稚 内 70.8 28.7 0.5 
8 37.9 57.4 4.7 

9 41.7 53.0 5.3 

10 48.5 49.2 2.2 

~t 見 50.3 46.5 3.2 

紋 ~U 33.7 6 1.4 4.9 

11 57.4 4 1.2 1.4 苫小牧 70.4 28.6 1.0 

12 58.4 39.6 2.0 I 帯 広 72.2 27.2 0.6 

54. 1 53.5 45.5 1.0 甜11 路 28.2 68.4 3.4 

2 60.1 38.5 1.4 中標津 33.8 6 0.1 6.1 

3 67.8 30.2 2.0 平 均 52.6 44.7 2.7 

平 均 52.6 44.7 2.7 
52年 度 平均 47.7 48.5 3.8 

52年 度 平 均 47.7 48.5 3.8 

注 対 象 乳 量 64，93 2 t 
注.対象乳量64;932t 

表 13 54年 度 合乳細胞数検査成績

月別
単 位 %

年月河腕分 50万以下 51-100万 110万以上 l

54. 4 66.0 32.7 1.3 

5 67.1 31.2 1.7 

6 66.5 3 1.9 1.6 

7 5 5.2 43.5 1.3 

8 63.0 35.2 1.8 

9 53.5 43.9 

10 65.6 33.3 1.1 

11 66.8 3 1.9 1.3 

12 59.5 36.9 

55. 1 58.9 39.4 1.7 

2 62.4 36.3 

3 69.0 30.6 0.4 

平 均 62.7 35.7 1.6 

53年度平均 52.6 44.7 2.7 

注 対象乳量 65.235t 

い関心がもたれるに至った。

① 無脂固形分の価値

牛乳を利用するに当って，各成分の価値づけには

歴史的な経過があるo カロリー摂取の十分でない時

代には，乳脂肪がその給源として重視された。とこ

ろが近年，国民の栄養知識の普及とともにカロリー

摂取の過剰の時代を迎えた。すなわち健康管理の面

支所別
単位%

支よ司胞数区分 50万以下 51-100万 110万以上

キL 幌 57.1 39.5 3.4 

八 雪コ宮雲司: 57.5 39.9 2.6 

旭 JII 81:2 18.8 。
稚 内 75;9 23.6 0.5 

北 見 67.3 3 1.2 1.5 

紋 別 66.5 32.8 0.7 

苫小牧 59.8 38.6 1.6 

帯 広 77.8 20.9 1.3 

留11 路 43.1 54.3 

中標津 44.2 53.4 2.4 

平 均 62.7 35.7 1.6 

53 年度平均 52.6 44.7 2.7 

注 対象乳量 65，235t 

から乳脂肪含量が少なく，無脂固形分の多い牛乳，

乳製品を好むようになってきた。また，動物脂肪，

すなわち飽和脂肪酸に比べ℃価格の安い植物油脂や

マーガリンを利用した乳製品類似品の要求が増加す

るなど，乳脂肪の評価が低下の傾向を示し，相対的

に乳タンパク質や無脂固形分の評価が高まってきた。
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②乳脂肪と無脂固形分の量的関係

酪農の発展とともに乳牛の改良増殖が図られ，ま

た，飼養管理が向上改善されたが，いづれも脂肪率

が中心になっていたため，生乳の脂肪率は次第に上

昇してきた。しかし一方では，乳タンパク質や無脂

固形分の含有率は脂肪率の上昇にともなわず乳脂肪

を乳成分の代表成分として取扱うことに矛盾を生じ

るに至っTこ。

表 14 脂肪率と無脂固形分率との比

t S N F S N F/F a t 

3.05 % 8.36 % 2.74% 

3.1 5 8.34 2.65 

3.25 8.43 2.59 

3.35 8.47 2.53 

3.4 5 8.52 2.4 7 

3.5 5 8.4 9 2.39 

3.65 8.4 9 2.33 

3.7 5 8.50 2.27 

38.5 8.51 2.21 

39.5 8.52 2.1 6 

40.5 8.51 2.10 

SNF 

e~ 脂肪率範囲試料数相関係数

B
 

，
 

/
 /

 /
 /

 /
 

回帰式

8.1 i A 2.9~4.1% 8，056 +0.099 SNF=0.132F+8.032 

8.0 ~ B 3.5 9 ro以下 4，406 +0.175 SNF=0.478F+6.852 

C3.60%以上 3，650 +0.022 SNF=0.041F+8.371 

4041423J331431.53!631.73183!94b Fat 

図 1 脂肪率と無脂固形分率の相関

③ 成乳成分の実態

本道の生乳成分は，表15に示したとおり，年次的

に上昇の傾向にあるo 54年度の平均は脂肪率 3.63%，

無指固形分率 8.45%，全固形分率12.08%であったo

これを地域的にみると(表16)脂肪率は，北見，苫

小牧，紋別が高く，中標津，錫11路が低L、。無脂固形
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表 15 年度別・月別合乳成分検査成績

52 年 度

脂肪率 無脂固形分率 全固形分率

4月 3.62% 8.26% 1 1.88 ro 
5月 3.58 8.26 11.84 

6月 3.54 8.4 0 1 1.94 

7月 3.50 8.28 1 1. 78 

8月 3.47 8.22 1 1.6 9 

9月 3.48 8.29 1 1.7 7 

10月 3.51 8.40 1 1.9 1 

11月 3.62 8.42 1 2.04 

12月 3.63 8.39 1 2.0.7 

1月 3.69 8.38 1 2.07 

2月 3.69 8.35 12.04 

3月 3.68 8.36 1 2.04 

平均 3.58 8.33 1 1.9 1 

53 年 度

脂肪率 無脂固形分率 全固形分率

4月 3.64% 8.359ら 11.99 % 

5月 3.60 8.32 11.9 2 

6月 3.58 8.44 1 2.02 

7月 3.49 8.30 1 1. 79 

8月 3.46 8.21 1 1.6 7 

9月 3.48 8.37 11.85 

10月 3.54 8.47 12.01 

11月 3.66 - 8.49 1 2.1 5 

12月 3.71 8.44 1 2.1 5 

1月 3.71 8.4 1 12.1 2 

2月 3.70 8.40 1 2.1 0 

3月 3.70 8.43 1 2.1 3 

平均 3.60 8.38 1 1.98 

54 年 度

1旨 肪率 無脂固形分率 全固形分率

4月 3.69% 8.4 1， % 1 2.1 3 ro 
5月 3.65 8.38 1 2.03 

6月 3.61 8.48 1 2.09 

τ月 3.55 8.4 2 1 1.97 

8月 3.50 8.33 1 1.83 

9月 3.52 8.41 1 1. 93 

10月 3.62 8.52 1 2.1 2 

11月 3.7 0 8.52 12.22 

12月 3.7 3 8.49 1 2.22 

1月 3.72 8.4 9 1 2.21 

2月 3.72 8.4 8 12.20 

3月 3.72 8.4 8 12.20 

平均 3.63 8.45 12.08 



表 16 54年度地域別成分率(加重平均〉

支 所
平 均 値 備 考

脂肪 率 無脂固形分率 全固形分率 試料数 乳 主ヨa

主主

?ら ヲら ヲら t 

ホL 幌 3.67 8.44 1 2.1 1 1，36 9 1 24，3 0 2.6 

l¥ ヨ"""三ミ 3.67 8.51 1 2.1 8 630 86.487.3 

旭 111 3.64 8.57 1 2.21 479 51，063.5 

稚 内 3.62 8.53 1 2.1 5 1，022 258，73 5.1 

jヒ 見 3.74 8.40 1 2.1 4 573 1 00，45 1.0 

紋 ~U 3.69 8.4 8 12.1 7 867 228，007.6 

苫小牧 3.70 8.4 2 1 2.12 605 50，642.8 

帯 広 3.65 8.38 1 2.0 3 1，209 483，041.9 

調11 路 3.59 8.38 1 1.97 583 242，6 1 2.0 

中標津 3.56 8.51 1 2.07 609 3 89，593.9 

平 均 3.6 3 8.4 5 12.08 7，946 2，0 1 4，9 3 7. 7 

参 考

(昭成和 5分3年値度) 3.60 8.38 1 1.98 7，884 1，9 0 1，6 0 9.9 

• 

分率は，旭川，稚内，八雲，中標津が高く，帯広，

釧路が低し、。全固形分率は，旭川，八雲，紋別が高

く，釧路，帯広が低い状態になっているo

図2は，生乳成分の月別変動を示したものであり，

変動パターンは例年同じ傾向で、ある。脂肪率は， 12 

--3月にかけて高く， 7--9月に低い。無脂固形分率

は， 6月と 10--U月に高く， 5月と 8月が低し、。全

固形分率は， 11--3月に高く， 7--9月が低い結果に

なっている。

肪

率

(

%

)

3.60 

• 
3.80 

脂
3.70 

.3.50 

ム一一一ム昭和 52 年 4 月~ 53年 3月

加重平均値 3.58% 

・一一一・昭和 53 年 4 月~ 54年 3月

加重平均値 3.60% 

G一一ーo昭和国年 4 月 ~55年 3 月

加重平均値 3.6 3 '10 

3.40 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

月

図2ー 1 脂肪
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• 

• 

8.60 

無

8.50 
1旨

固

8叫¥//T¥¥ /ア戸、も形

分 ト"J"、ふ/
率

8.30 t- I 

f ‘、
?ら

8.~0 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 
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ム一一ーム昭和 52年 4月-53年 3月

加重平均値 8.33%

r一一一・昭和 53年4月-54年 3月

加重平均値 8.38%

ひ一一ー0 昭和 54年 4月-55年 3月

加重平均値 8.45%

ム--...-6昭和 52年4月-53年 3月

加重平均値 11.91%

トー-昭和 53年4月-54年 3月

加重平均値 11.980/0

。一一ー0昭和 54年4月-55年 3月

加重平均値 12.080/0



表17は，試料ごとの各成分率の分布を示したもの

であるが，脂肪率は3.40-3.79%区分のものが 81.3

%，無脂固形分率は8.20--8.59%区分のものが 78.5

%，全国形分率は11.80--12.29%区分のものが 69.9

%を占めている。

する厚生省令では，牛乳の成分は無脂固形分 8.0% 

以上(乳脂肪分 3.0%以上)になっており，いわば

最低基準とみなされているO したがって，合乳で無

脂固形分率 8.0%以下の生乳は異常な低成分乳とし

て追究しなければならないものと考える。

表18は，無脂固形分 8.0%未満の試料の発生率を

示したものであるo 乳及び乳製品の成分規格等に関

表19は，合乳試料における脂肪率と無脂固形分率

との相関を年次別に示したものである。

表 17 各成分率の分布

(1) 脂肪率

(2)無脂固形分率

(3)全固形分率

試料数 7，946

表 19 脂肪率と無脂固形分率の相互関係

年 相加平均 '相加平均 回帰式
試料数 脂肪 率 無脂固形分率 相関係数 回 帰式 からの

度 (標準偏差9 (標準偏差) 標準偏差

% 8.35 70 ヲら
50 50.3 

3.52 
0.14※※ S=7.648+O.199F 0.137 

(0.139) (0.197) 

51 485 
3.57 8.38 

0.31※※ S=6.733+0461F 0.137 
(0.145) (0.210) 

52 7，6;13 
3.64 8.36 

0.34※※ S=6.712+0.452F 0.166 
(0.119) (0.177) 

53 7，884 
3.65 8.40 

0.40※※ S=6.504十{).518F 0.160 
( 0.134) (0.1 74) 

54 7，946 
3.68 8.45 

0.33※※ S=7.006+0.393F 0.147 
(0.132) (0.156) 

」

注 ※※:  1%水準有意 S:無指固形分率 F:脂肪率
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表 18 8.00%未満の無脂固形分の
発生率

月 別

年 月 発生率

54. 4 

5 0.6 

6 1.2 

7 0.08 

8 2.8 

9 0.9 

10 0.2 

11 0.3 

12 。
55. 1 0.2 

2 。
3 0.2 

平 均 0.6 

支 所 ，'olj 

支 所 発生率

キL 幌 2.0 ro 
J¥. 雪3耳量 2.1 

旭 )11 。
稚 内 。
北 見 0.7 

紋 ，'olj 0.5 

苫小牧

帯 広

甜11 路 。
中標津 。
平 均 0.6 

試料数 7，946



表 20 パノレクタンクミルク中の菌叢分布(持〉

総菌数 Pseudo- Ps.以外の
x 1， 0 0 0 ロlOnas グラム陰性菌

く 10 1 3 20 

10-99 20 28 

100-999 34 34 

> 1，0 00 37 28 
」ーーーーーーーーーーー一

表 21 レサズリン還元所要時間

菌 種 類
菌 濃 度

の
100万/mi 1万/mf

大 腸 菌 3時間 5時間

大 腸 菌 4 7.5 

フ ウ 球 菌 2.5 5.5 

ク ロ コ ッ カス 2 5 

乳 酸 菌(ラクチス) 3 8 

アクロモパクター(低温菌) > 12 >12 

(E. 1. Garvi e 1952) 

3 今後の課題

( 1 )細菌数検査法について

バルククーラーの普及と生乳の長距離輸送の実施

から低温細菌の乳質に対する影響が注目されているO

従来から生乳同細菌数対応は主として中温細菌を目

標としていたが，パルククーラー乳の低温細菌数は

104，...... 106/m.eであるとされており(表 20)，低温

細菌を重視する必要がある。しかるに，バルククー

ラー乳の細菌数検査で、問題になることは， レサズリ

.テスト(色素還元法)における判定であるo 低温

細菌は一般に中温細菌に比べて， 30"""'37
0

C におけ

る色素還元力が弱L、ので，同一菌数では低温細菌の

方が，中温細菌よりも色素の退色時聞が数倍長くな

るとされている(表 21)。

ところが，現地における個乳の細菌数検査の大部

分は， レサズリンテストによって実施されており，

公定法である直接鏡検査法の判定との差異を生じる

場合が多い。低温細菌の色素還元時間を考慮してj

室温程度の予備培養を取り入れたレサズリンテスト

の改良方法が検討されているが，まだ不確定な要素

があるO また直接鏡検法による細菌数と関連づける

ことは困難であるO したがって，当面の問題として

Micro- Strepto- Lacto- その他
COccus coccus bacillus 

40 2 1 6 1 3 

26 6 1 1 9 

1 3 9 2 7 

1 6 9 2 8 

(S wa tli ng p. 1 9 6 8 ) 

個乳の細菌検査の精度を確保するためには，直接鏡

検法の設備と技術を普及させることが必要である。

(2 )細胞数について

細胞数は乳房炎乳の簡易テストとして有効なもの

とされているが，生乳中の細胞数の変動因子は単純

なものではなく，例えば潜在性乳房炎であっても，

乳中に著しい白血球の増加がみられないこともあるO

また，生乳中の細胞数が正常とみなしうる範囲につ

いても，多くの研究者は，細胞数 500，000/制を正常

乳の限度としているが，他の研究者は，はるかに低

い水準，もしくは高い水準を提案している(表 22)。

このようなことから， 1回の細胞数検査結果のみ

で乳房炎乳と断定することは問題があり，連続的検

査によるとか，あるいは，電気伝導度などの他の検

査を併せて総合的に判定することが必要であるo

一方，細胞数の多い生乳は，乳房炎乳との関連ば

かりでなく，一般的には病乳とみなされ，食品衛生

上の問題として追究されるようになってきた。また，

生乳成分などが異常になるため，牛乳，乳製品の製

造上からも注目されている。すでに，オランダ，西

ドイツ，イギリス，デンマーク，オーストリ 7:ス

イスなどの国々では，生乳の品質評価に細胞数が採

用されている状況であるので，わが国においても検

討を要する課題である。

(3)抗菌'性物質検査法について

昭和54年 4月16日付をもって，乳及び乳製品の成

分規格等に関する省令並びに食品，添加物の規格規

準(厚生省告示)の一部が改正され，乳等は抗菌性

物質(抗生物質及びその他の化学的合成品たる抗菌

性物質に限る)を含有してはならなし、。また，乳に

影響ある薬剤を服用させ，又は注射した後，その薬

剤が乳に残留している期間内のものはさく取しては
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表 22 正常な生牛乳 1mt中の総細胞数

著 者 年次 細胞数 /mt

Presco tt & Breed 1910 1，485，000 

Skar 19'12 4 5 o_:~ ~ ~:~ ~ ~ I 
Christiansen 1929 963，000 

Bachmann 1932 59，750 

Cherrington 1933 50，000 

Grassi 1933 120，000 

Wayne&Macy 1933 1，252，000 

Wilde 1938 200，000 

Kimme r & Scho nbe rg 1939 20，000-500，000 

E岱nz 1955 150，000 

Schonberg 1956 150，000 

羽尽laby&Nasr 1957 250，000 

Klastrup 1960 180，000 

Mour sy &0 biger 1960 300，000 

Obiger 1961 300，000 

Seelemann&Meyer 1963 300，000 

Dilba t 1963 160，000 

Kasti 1963 300，000 

Seelemann 1964 100;000 

From Giesecke， W.， H. and Heever， L. W. van den: 
J. S. Africa Vet. M語d.Ass.， 38: 16， 1967. 

ならない，とされた。

本道における生乳の抗菌性物質残留検査はTTC

法により現地検査体制を整えて実施されてきたが，

一部ではディスグ法が利用されるようになってきた。

両者の感受性をペニシリンで比べると，一般的にT

TC法は 0.03IU/I同ディスク法は 0.001.....，0.0025

町/mtとされており，ディスク法がはるかに精度が

高い。厚生省令などの規制の趣旨からみると精度の

高い検査法が優先されると考えられるので，今後は

ディスク法による現地検査体制を整備することが必

要であるO

(4 )無指固形分の改善について

永年の懸案で、あった無指固形分を加味した生乳成

分の評価が，ようやく個乳配分検査の段階で実施さ

れることになったが，ここで必要なことは，生乳の

無脂固形分の改善対策であるo 生乳成分の変動要因

とその改善については，遺伝，生理，飼養，環境，

疾病などの諸条件が関連するが，当面の対策として

は，これまでに得られた知見及び技術をもって，無

脂固形分生産の阻害要因の排除に努めることが実質

的な改善効果を挙げるものと考えるO

e 

しかし，生乳成分の変動要因の中では，飼養管理

などの環境的因子よりも，遺伝的因子の影響が大き

いことはすでに明かにされており，基本的な無脂固

形分改善は，乳牛の遺伝的改良に期待することにな

るもtのと考えるo

( 5) 乳質改善意欲について

本道の乳質改善は永い歴史の上に今日の成果が得

られたものであるが，近年の本州における乳質改善

状況をみると，本道より立地条件が厳しいにもかか

わらず，その改善向上には著しい成果を挙げているO

本道の乳質は，本州に比べて総体的には若干優位に

あると考えるが，その差は僅差であり，地区的にみ

れば，本州各県には本道の乳質よりはるかに優秀なa‘
生乳生産地区が見受けられる。-

本道の生産乳の大部分のものが，原料乳として，

また，牛乳，乳製品となって本州市場で消費されて

いる。一方需給における南北意識がもたれているこ

となどから，本道の乳質は，常々日本一のレベルを

堅持することが，本道酪農の健全な推進のため絶対

に必要なことであると考える O

酪農関係指導者及び生産者の乳質改善に関する意

欲が，最近に至って沈滞傾向にあると思われるが，

厳しい酪農情勢を乗り越えるためには，良質乳を生

産し，消費の拡大を図ることが極めて重要なことで

あり，今後の奮起を期待するものであるO
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